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12月定例会12月定例会

あらましあらまし

令和７年令和７年

　
令
和
７
年
12
月
定
例
会
は
、
11
月
28
日
か
ら
12
月
11
日
ま
で
の
14
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
市
長
専
決
処
分
の
報
告
１
件

の
ほ
か
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
、
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
22
議
案
、
さ
ら
に
令
和
７
年
度
補
正
予
算
に
関
す
る
５
議
案
が

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
議
案
は
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

す
べ
て
の
議
案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
で
は
、
市
長
や
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
な
ど
を
審
議
し
ま
す
。
主
な
議
案
の
内
容
と
議
決
結
果
を
紹
介
し
ま
す
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定・補
正
予
算
な
ど
を
可
決

12月定例会12月定例会
市
道
の
認
定

　
令
和
７
年
度
開
通
予
定
の
国

道
17
号
渋
川
西
バ
イ
パ
ス
の
供

用
開
始
に
伴
う
県
と
の
管
理
区

間
の
交
換
に
よ
り
、
主
要
地
方

道
渋
川
東
吾
妻
線
の
一
部
が
県

か
ら
市
に
移
管
さ
れ
る
た
め
、

市
道
と
し
て
認
定
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興

整
備
組
合
の
ふ
る
さ
と
市
町
村

圏
基
金
の
廃
止
に
伴
う
規
約
変

更
と
財
産
処
分
に
関
す
る
協
議

　
渋
川
市
、
吉
岡
町
、
榛
東
村

の
出
資
と
群
馬
県
の
助
成
で
設

立
・
運
用
し
て
き
た「
ふ
る
さ

と
市
町
村
圏
基
金
」を
令
和
７

年
度
末
に
廃
止
す
る
こ
と
に
伴

い
、
規
約
の
一
部
変
更
に
関
す

る
協
議
と
、
基
金
に
属
す
る
財

産
を
関
係
市
町
村
と
群
馬
県
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
協
議
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
で
す
。
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
で

可
決
し
、
財
産
処
分
に
つ
い
て

は
多
数
決
で
可
決
し
ま
し
た
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定（
12
議
案
）

　
（
公
財
）渋
川
市
ま
ち
づ
く
り

財
団
を
指
定
管
理
者
と
す
る
３

議
案（
市
民
会
館
、
体
育
施
設
、

都
市
公
園
等
）は
、
同
財
団
の

体
制
や
事
業
内
容
な
ど
に
関
す

る
質
疑
が
行
わ
れ
、
す
べ
て
全

員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、（
社
福
）渋
川
市
社
会

福
祉
協
議
会
を
指
定
管
理
者
と

す
る
６
議
案（
子
持
福
祉
会
館
、

渋
川
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
小

野
上
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
地

域
福
祉
セ
ン
タ
ー
こ
も
ち
の
湯
、

小
野
上
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
子
持
高
齢
者
能
力
活
用

セ
ン
タ
ー
）、
そ
の
ほ
か
の
施

設
３
議
案
に
つ
い
て
も
、
す
べ

て
全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　
い
ず
れ
も
指
定
管
理
の
期
間

は
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
の

５
年
間
で
す
。

市
営
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正

　
渋
川
駅
前
第
２
・
第
３
駐
車

場
を
令
和
８
年
２
月
末
に
廃
止

す
る
た
め
の
条
例
改
正
で
す
。

全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※
運
営
終
了
は
２
月
２
日
で
す
。

市
長
専
決
処
分
の
報
告

　
消
防
団
の
訓
練
中
に
消
火
栓

を
開
栓
し
た
際
、
配
水
管
に
強

い
圧
力
が
か
か
り
、
配
水
管
内

の
さ
び
が
は
が
れ
近
隣
の
宅
地

内
に
流
入
し
、
給
湯
器
が
破
損

し
た
件
に
つ
い
て
、
和
解
お
よ

び
損
害
賠
償
額
を
定
め
た
こ
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
７
年
度
補
正
予
算

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

　
市
道
の
整
備
、
生
活
保
護
費

（
医
療
扶
助
費
等
）の
増
額
へ
の

対
応
、
農
地
の
災
害
復
旧
工
事

に
係
る
予
算
の
増
額
な
ど
で
、

全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

民間に返還される渋川駅前の市営駐車場

３月末開通予定の渋川西バイパス
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各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案（
総
務
市
民
４
議
案
、
経

済
建
設
３
議
案
、
教
育
福
祉
５
議
案
、
予
算
４
議
案
）は
す
べ
て
全

会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。
主
な
質
疑
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

常
任
委
員
会
の
審
査

　
各
常
任
委
員
会
で
は
、
本
会

議
で
最
終
的
な
採
決
を
行
う
前

に
、
議
案
の
詳
細
な
審
査
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
常
任
委
員
会

協
議
会
で
は
市
か
ら
各
事
業
の

報
告
・
説
明
を
受
け
ま
す
。

　
各
常
任
委
員
会
で
の
主
な
審

査
内
容
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

総
務
市
民

審
査
結
果　
付
託
さ
れ
た
５

議
案
の
う
ち
「
渋
川
地
区
広

域
市
町
村
圏
振
興
整
備
組
合

の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変

更
に
伴
う
財
産
処
分
に
関
す

る
協
議
に
つ
い
て
」
は
多
数

決
で
可
決
、
ほ
か
４
議
案
は

全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興

整
備
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事

務
の
変
更
に
伴
う
財
産
処
分
に

関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の

廃
止
に
伴
い
、
出
資
・
助
成
し

た
渋
川
市
、
吉
岡
町
、
榛
東
村

お
よ
び
群
馬
県
に
財
産
を
帰
属

さ
せ
る
も
の
で
す
。

質
疑

群
馬
県
は
助
成
金
と
し

て
出
資
し
て
い
る
。
助
成
金
は

返
還
す
る
必
要
が
な
い
の
で
は
。

答
弁

県
の「
ふ
る
さ
と
市
町

村
圏
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付

要
綱
」に
基
づ
い
て
助
成
金
相

当
額
を
県
に
返
還
す
る
も
の
で
、

広
域
組
合
が
県
と
協
議
し
、
広

域
組
合
議
会
に
も
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。
出
資
し
て
い
る
３
市

町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
12
月
定
例
会

で
財
産
処
分
に
つ
い
て
議
決
し

た
後
、
令
和
８
年
２
月
の
広
域

組
合
議
会
で
最
終
的
な
議
決
を

す
る
予
定
で
す
。

市
民
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指

定
に
つ
い
て

　
指
定
管
理
者
と
し
て（
公
財
）

渋
川
市
ま
ち
づ
く
り
財
団
を
指

定
す
る
も
の
で
す
。

質
疑

指
定
管
理
者
を
非
公
募

で
選
定
し
た
理
由
は
。

答
弁

市
民
会
館
の
指
定
管
理

業
務
は
、
単
な
る
施
設
管
理
だ

け
で
な
く
、
市
民
の
多
様
な
活

動
や
市
の
主
催
事
業
が
円
滑
に

行
わ
れ
る
よ
う
、
公
益
性
の
高

い
運
営
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
長
年
の
管
理
の
実
績

を
有
し
、
公
益
事
業
の
実
施
を

目
的
と
す
る
同
財
団
を
指
定
す

る
こ
と
が
最
善
と
考
え
ま
し
た
。

総
務
市
民
常
任
委
員
会
協
議
会

　

市
か
ら「
渋
川
市
消
防
団
の

組
織
再
編
と
団
員
の
処
遇
改
善
」

「（
仮
称
）渋
川
市
行
政
改
革
・

Ｄ
Ｘ
推
進
計
画（
案
）」に
つ
い

て
報
告
・
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

経
済
建
設

審
査
結
果　
付
託
さ
れ
た
５

議
案
は
す
べ
て
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

都
市
公
園
等
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て

　
指
定
管
理
者
と
し
て（
公
財
）

渋
川
市
ま
ち
づ
く
り
財
団
を
指

定
す
る
も
の
で
す
。

質
疑

指
定
管
理
者
を
同
財
団

と
す
る
理
由
は
。

答
弁

こ
れ
ま
で
市
の
公
園
施

設
の
運
用
に
深
く
関
わ
り
、
管

理
に
関
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
長
年
に
わ
た
り
蓄
積
し
、
各

施
設
の
特
性
を
理
解
し
た
上
で

効
率
的
、
安
定
的
な
管
理
の
継

続
が
期
待
さ
れ
る
た
め
で
す
。

質
疑

非
公
募
に
よ
り
選
定
し

た
合
理
的
な
理
由
は
。

答
弁

現
行
の
指
定
管
理
者
に

よ
る
管
理
・
運
営
が
安
定
し
て

お
り
、
サ
ー
ビ
ス
水
準
も
良
好

で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
地
域
団

体
と
の
継
続
的
な
連
携
な
ど
、

他
の
事
業
者
で
は
直
ち
に
代
替

し
が
た
い
業
務
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
管
理
体
制
を
継
続
さ
せ
る

こ
と
が
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
維

持
向
上
に
つ
な
が
る
と
判
断
し
、

「
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
及

び
運
用
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
基
づ
き
非
公
募
と
し
ま
し
た
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会
協
議
会

有
馬
配
水
池
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ａ

Ｓ
対
策
に
つ
い
て

　
９
月
の
常
任
委
員
会
協
議
会

へ
の
報
告
で
、
今
後
検
討
に
着

手
す
る
と
し
て
い
た
事
業
実
施

へ
の
各
種
整
理
、
財
源
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
、
今
後

の
事
業
化
に
向
け
、
そ
の
概
要

に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

渋
川
市
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー

（
Ｓ
Ｕ
Ｎ
お
の
が
み
）お
よ
び
渋

川
市
小
野
上
農
林
漁
業
体
験
施

設
の
譲
渡
に
つ
い
て

　
令
和
７
年
９
月
に
予
定
し
て

い
た
施
設
の
無
償
譲
渡
の
議
決

と
譲
渡
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、

譲
渡
先
候
補
法
人
と
土
地
所
有

者
と
の
協
議
に
時
間
を
要
す
る

た
め
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
の

報
告
と
、
円
滑
な
協
議
の
た
め

両
者
の
支
援
を
引
き
続
き
市
が

行
う
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

▲議案審査の映像
　はこちらから
　ご覧ください

市民会館１階にある
まちづくり財団事務所

譲渡に向けて協議中の SUNおのがみ
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教
育
福
祉

審
査
結
果　
付
託
さ
れ
た
12

議
案
は
す
べ
て
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定
に
つ
い
て（
９
議
案
）

　
福
祉
施
設
７
議
案
、
ス
ポ
ー

ツ
施
設
１
議
案
、
地
域
医
療
支

援
セ
ン
タ
ー
１
議
案
で
す
。

質
疑

指
定
管
理
料
は
、
物
価

や
人
件
費
の
高
騰
を
受
け
て
増

額
し
て
い
る
の
か
。

答
弁

人
件
費
や
諸
経
費
の
上

昇
が
主
な
理
由
で
す
。
今
後
５

年
間
の
指
定
管
理
料
の
推
移
と

し
て
、
年
３
％
程
度
上
昇
す
る

見
積
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

質
疑

指
定
管
理
の
期
間
が
５

年
間
と
な
っ
て
い
る
が
、
期
間

を
見
直
す
考
え
は
あ
る
か
。

答
弁

特
に
福
祉
施
設
で
は
、

期
間
を
短
く
す
る
と
、
利
用
者

は
環
境
の
変
化
に
な
じ
め
ず
に

通
所
を
辞
め
て
し
ま
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
５
年

間
よ
り
も
長
く
す
る
と
、
定
期

的
な
制
度
改
正
を
反
映
で
き
な

く
な
る
こ
と
か
ら
、
現
在
は
５

年
間
が
適
正
と
考
え
ま
す
。

教
育
福
祉
常
任
委
員
会
協
議
会

か
に
石
こ
ど
も
園
の
休
園

　
来
年
度
の
入
園
希
望
者
が
な

く
、
適
切
な
集
団
規
模
を
確
保

で
き
ず
教
育
・
保
育
環
境
の
維

持
が
困
難
と
な
る
た
め
、
休
園

す
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

質
疑

小
野
上
地
区
の
子
は
他

地
域
の
こ
ど
も
園
な
ど
に
通
う

こ
と
に
な
る
が
、
交
通
手
段
は
。

答
弁

園
バ
ス
の
活
用
も
含
め
、

な
る
べ
く
園
児
の
負
担
に
な
ら

な
い
よ
う
検
討
を
進
め
ま
す
。

市
立
小
中
学
校
適
正
規
模
・
適

正
配
置
基
本
方
針
案
に
つ
い
て

質
疑

通
学
距
離
・
時
間
に
関

す
る
基
準
は
。

答
弁

今
回
の
適
正
規
模
・
適

正
配
置
で
は
、
徒
歩
や
バ
ス
に

乗
る
時
間
等
を
含
め
、
小
学
校

は
40
分
程
度
、
中
学
校
は
60
分

程
度
と
い
う
基
準
で
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
国
が
示
し
た

目
安
を
基
準
に
し
て
い
ま
す
。

予
　
　
算

（
令
和
７
年
度
補
正
予
算
）

審
査
結
果　
付
託
さ
れ
た
５

議
案
は
す
べ
て
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算

ゼ
ロ
市
債
を
活
用
し
た
市
道
の

整
備

　
ゼ
ロ
市
債
を
活
用
し
、
令
和

８
年
度
着
手
予
定
の
事
業（
道

路
改
良
１
路
線
、
道
路
改
修
１

路
線
、
舗
装
補
修
３
路
線
、
側

溝
改
修
３
路
線
）を
前
倒
し
し

て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

※
ゼ
ロ
市
債
と
は
、
次
年
度
予

算
で
発
注
予
定
の
事
業
を
前
年

度
中
に
発
注
・
着
工
し
、
契
約

金
の
支
払
い
は
次
年
度
に
行
う

も
の
で
す
。
４
月
に
一
斉
に
発

注
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ

る
発
注
時
期
の
偏
り
を
防
ぎ
、

事
業
の
早
期
完
成
と
地
域
経
済

の
活
性
化
を
図
る
制
度
で
す
。

農
地
の
災
害
復
旧
工
事
を
実
施

　
９
月
10
日
～
11
日
の
降
雨
で
、

小
野
上
地
区
村
上
地
内
の
農
地

の
斜
面
が
崩
落
し
た
た
め
、
復

旧
工
事
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
お
よ

び
幼
稚
園
に
対
す
る
委
託
費
に

係
る
予
算
を
増
額

　
職
員
人
件
費
等
、
国
が
定
め

る
公
定
価
格
の
見
直
し
に
対
応

す
る
も
の
で
す
。

農
業
用
管
水
路
の
布
設
替
工
事

　
赤
城
町
持
柏
木
地
内
の
県
道

と
市
道
に
横
断
埋
設
さ
れ
て
い

る
農
業
用
水
路
が
、
劣
化
と
破

損
に
よ
り
漏
水
し
て
い
る
た
め
、

工
事
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

　
国
の
防
災
安
全
交
付
金
の
追

加
要
望
に
当
た
り
、
半
田
地
区

の
市
民
プ
ー
ル
周
辺
の
漏
水
と
、

使
用
頻
度
の
高
い
時
間
帯
や
夏

場
の
水
需
要
の
高
い
時
期
の
水

圧
低
下
を
解
消
す
る
工
事
を
実

施
す
る
も
の
で
す
。

「
渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興

整
備
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事

務
の
変
更（
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏

基
金
の
廃
止
）に
伴
う
財
産
処
分

に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
」

　
本
基
金
は
30
年
以
上
前
に

開
始
し
た
事
業
で
あ
り
、
構

成
市
町
村
か
ら
の
出
資
金
と

県
か
ら
の
助
成
金
に
よ
り
設

立
し
、
運
用
益
を
地
域
振
興

事
業
の
財
源
に
当
て
て
き
た
。

　
他
団
体
で
は
、
基
金
廃
止

の
際
に
助
成
金
を
県
に
返
さ

ず
、
事
業
目
的
に
準
じ
別
の

基
金
を
設
立
し
、
引
き
続
き

運
用
し
た
例
も
あ
る
が
、
広

域
組
合
で
は
県
に
返
す
協
議

の
み
行
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
県
内
各
広
域
市
町
村
圏
の

中
で
、
同
基
金
を
初
め
て
廃

止
す
る
も
の
で
、
他
団
体
の

前
例
と
な
る
判
断
で
あ
る
。

　
令
和
７
年
度
末
の
基
金
廃

止
ま
で
ま
だ
時
間
も
あ
り
、

協
議
を
尽
く
す
こ
と
を
望
む
。

賛
成
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

反
　
対

　
12
月
定
例
会
で
行

わ
れ
た
主
な
討※

論
の

概
要
を
報
告
し
ま
す
。

論
討

※討論とは、議案等を議決する前に賛成・反対の意見を述べることをいいます。

４月から休園となる
かに石こども園

漏水が発生した農業用管水路


